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特別損失の表示

2003年12月18日発行
「AgriBusiness 経営塾」178号

■「いっしょに考えよう。
　農業法人の経営発展に向けて！」
～政策提言に向けたアンケート調査の実施について

　前号でもご紹介したように、現在国で進め
られている「食料・農業・農村基本計画」の
見直しやＦＴＡの対応などに対して、全国の
農業法人の意見をまとめ政策に反映させるた
め、来年３月および６月の総会に向けて政策
提言を行っていくこととしています。
　つきましては、来週中に会員の皆様あてに、
参考資料を郵送した上で、アンケートを送付
させていただく予定としています。年末年始
で資料に目を通していただき、いまのわが国
農業がおかれている状況や国が目指している
農政改革の方向などをご理解いただいた上で、
主に課題ごとに自由記入方式を主体としてご
回答いただくことを考えています。
　どうぞよろしくお願いいたします。

■農業法人ブロック研修交流会
　無事終了

　12月11、12日の両日、「中国ブロック農
業法人協会交流研修会」が山口市ほかで開催
されました。これをもって、平成15年度のブ
ロック交流研修会がすべて無事終了したこと
になります。開催県の農業法人組織の役職員
の皆様、大変お疲れ様でした。また、それぞ
れに特徴ある交流会を企画していただき、あ
りがとうございました。
　来年度についても既に開催日時が決定して
いるところがあります。会員のより多くの参
加を促すためにも、開催県におかれましては、
早めの日程設定と用意周到な計画をお願いい
たします。
　少しでも多くの会員の皆様との出会いがあ
りますように。

　

　
特
別
損
失
に
は
、
固
定
資
産
除
却
損
等
の
臨
時

損
失
や
前
期
損
益
修
正
損
が
あ
り
ま
す
。

●
役
員
退
職
慰
労
金

　
役
員
に
対
し
て
支
給
す
る
退
職
金
で
す
。
役
員

退
職
給
与
は
損
金
経
理
し
な
い
と
損
金
算
入
さ
れ

ま
せ
ん
の
で
、
特
別
損
失
の
区
分
に
役
員
退
職
慰

労
金
と
し
て
計
上
し
ま
す
。
な
お
、
損
金
経
理
し

て
も
「
不
相
当
に
高
額
な
部
分
」
と
認
め
ら
れ
る

場
合
は
、
損
金
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。
役
員
退
職
給

与
に
は
、
使
用
人
退
職
給
与
と
異
な
り
、
中
退
共

や
特
退
共
に
よ
る
公
的
な
外
部
積
立
制
度
が
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
生
命
保
険
（
共
済
）
を
使

っ
た
原
資
の
積
立
て
が
広
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

●
固
定
資
産
売
却
損

　
固
定
資
産
売
却
収
入
が
帳
簿
価
額
を
下
回
る
場

合
の
損
失
で
す
。
固
定
資
産
売
却
損
は
売
却
収
入

と
帳
簿
価
額
と
を
相
殺
し
て
売
却
損
の
額
を
純
額

に
よ
り
表
示
し
ま
す
。

　
消
費
税
で
は
、
固
定
資
産
の
売
却
収
入
が
課
税

売
上
げ
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
簡
易
課
税
の
場
合
、

固
定
資
産
の
売
却
収
入
は
第
４
種
事
業
と
な
り
ま

す
。●
固
定
資
産
除
却
損

　
固
定
資
産
に
つ
い
て
除
却
、
廃
棄
し
た
こ
と
に

よ
る
損
失
で
す
。
帳
簿
価
額
相
当
額
が
固
定
資
産

除
却
損
と
な
り
ま
す
。
使
用
を
廃
止
し
、
今
後
通

常
の
方
法
に
よ
り
事
業
の
用
に
供
す
る
可
能
性
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
廃

棄
等
を
し
て
い
な
い
場
合
で
も
帳
簿
価
額
か
ら
処

分
見
込
み
価
額
を
控
除
し
た
金
額
を
固
定
資
産
除

却
損
と
し
て
損
金
算
入
で
き
ま
す
（
法
基
通
７
―

７
―
２
）
。
こ
れ
を
有
姿
除
却
と
い
い
ま
す
。

　
固
定
資
産
除
却
損
は
、
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当

し
な
い
た
め
、
消
費
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。●
災
害
損
失

　
災
害
に
よ
り
固
定
資
産
が
滅
失
、
損
壊
し
た
こ

と
に
よ
る
損
失
で
す
。
帳
簿
価
額
相
当
額
に
滅
失

経
費
を
加
算
し
、
固
定
資
産
の
滅
失
等
に
よ
り
受

け
る
保
険
金
等
の
収
入
金
額
を
控
除
し
ま
す
。
な

お
、
受
け
取
っ
た
保
険
金
等
が
災
害
損
失
を
上
回

る
場
合
は
、
保
険
差
益
と
な
り
ま
す
。
滅
失
経
費

と
は
、
固
定
資
産
の
滅
失
ま
た
は
損
壊
に
よ
り
支

出
す
る
経
費
を
い
い
、
固
定
資
産
の
取
壊
費
、
焼

跡
の
整
理
費
、
消
防
費
な
ど
で
す
。
た
だ
し
、
類

焼
者
に
対
す
る
賠
償
金
、
け
が
人
へ
の
見
舞
金
、

被
災
者
へ
の
弔
慰
金
等
の
よ
う
に
滅
失
等
に
直
接

関
連
し
な
い
経
費
は
、
滅
失
経
費
に
含
み
ま
せ
ん
。

　
災
害
損
失
の
う
ち
、
滅
失
経
費
に
は
消
費
税
の

課
税
仕
入
れ
と
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

●
特
別
償
却
費

　
租
税
特
別
措
置
法
に
定
め
る
特
別
償
却
費
の
額

は
、
税
務
上
、
製
造
原
価
に
算
入
し
な
い
こ
と
が

で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
（
法
基
通
５
―

１
―
４
）
、
こ
の
場
合
、
特
別
損
失
の
区
分
に
表

示
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
農
業
関
係
の
主
な
特

別
償
却
は
末
尾
の
表
（
※
）
の
と
お
り
で
す
。

●
固
定
資
産
圧
縮
損

　
国
庫
補
助
金
、
保
険
金
等
、
転
作
助
成
金
を
も

っ
て
一
定
の
固
定
資
産
の
取
得
又
は
改
良
を
し
た

場
合
に
は
、
圧
縮
限
度
額
の
範
囲
内
で
圧
縮
記
帳

し
た
金
額
が
損
金
算
入
さ
れ
ま
す
。
圧
縮
記
帳
は
、

利
益
処
分
に
よ
る
方
法
も
あ
り
ま
す
が
、
損
金
経

理
に
よ
り
直
接
減
額
し
、
ま
た
は
、
圧
縮
調
整
勘

定
に
繰
り
入
れ
た
金
額
を
処
理
す
る
勘
定
が
「
固

定
資
産
圧
縮
損
」
で
す
。

●
圧
縮
特
別
勘
定
繰
入
額

　
転
作
助
成
金
は
、
交
付
を
受
け
た
事
業
年
度
で

圧
縮
記
帳
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
特
別
勘
定
を
設

定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
交
付
を
受
け
た
日
以
後
２

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
取
得
し
た
資
産
に
つ
い

て
圧
縮
記
帳
で
き
ま
す
。
特
別
勘
定
の
設
定
は
、

利
益
処
分
に
よ
る
方
法
も
あ
り
ま
す
が
、
損
金
経

理
に
よ
り
圧
縮
特
別
勘
定
に
繰
り
入
れ
た
金
額
を

処
理
す
る
勘
定
が
「
圧
縮
特
別
勘
定
繰
入
額
」
で

す
。●
農
用
地
利
用
集
積
準
備
金
繰
入
額

　
特
定
農
業
法
人
が
積
立
限
度
額
以
下
の
金
額
を

農
用
地
利
用
集
積
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
た
金

額
は
損
金
算
入
さ
れ
ま
す
。
積
立
限
度
額
は
、
農

畜
産
物
の
販
売
収
入
（
加
工
品
は
そ
の
４
０
％
）
、

農
作
業
受
託
収
入
の
９
％
で
す
。
準
備
金
の
設
定

は
、
利
益
処
分
に
よ
る
方
法
も
あ
り
ま
す
が
、
損

金
経
理
に
よ
り
農
用
地
利
用
集
積
準
備
金
に
繰
り

入
れ
た
金
額
を
処
理
す
る
勘
定
が
「
農
用
地
利
用

集
積
準
備
金
繰
入
額
」
で
す
。
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【ご質問をお寄せください】会員の皆さまの日頃のお悩みや疑問に、税務・労務・マーケティングなど専門家の先生が経営塾の紙面上でお答えします（秘密は厳守します）。FAX・メールでのご質問お待ちしています。

※表　特別償却

制度の名称 対象設備 	特別償却
限度額 添付書類特別

控除

中小企業者等が
機械等を取得し
た場合等の特別
償却（措法42の6）

1台160万円以上の機械装置、
合計額100万円以上の電子
計算機、デジタル複写機、
冷暖房機器等の器具備品

取得価額×30％

取得価額×16％

普通償却費×20

○	

－

－

公害防止用設備
の特別償却
（措法43）

家畜排泄物処理・保管用施
設

認定農業者の割
増償却
（措法46の3）

農業用の建物・建物付属設
備・構築物･機械装置・生
物の全部、農業用の車両運
搬具のうち運搬機具

規模拡大者の要
件を満たした旨
の農業委員会の
証明書を添付


